
対象事業者

以下のすべての要件を満たす者

市内に事務所または事業所がある

家族以外の従業員を雇用している

外国就労者を現に雇用し、今後も継続して

雇用する予定または年度内に外国人就労者

を雇用する具体的な計画がある

年度末日に市内在住の外国人就労者を雇用

している

過去３年度に国や地方公共団体の各種助成

金等の不正受給をしていない

暴力団、暴力団の構成員、暴力団の構成員

でなくなった日から５年を経過しない者が

経営や運営に関係していない

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律第２条第１項に規定する接待飲食

等営業、同条第５項に規定する性風俗関連

特殊営業を行ったり、営業の全部や一部を

受託して営業を行ったりしていない

過去３年度に市税の滞納がない

※ 外国人就労者は技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務などの出入国管理及び難民認定法別表第

１の２の表に掲げる在留資格を持つ外国人就労者を指します。

市内の事業所で働く外国人就労者※の職場定着を図るため、

事業者が行う外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備にかかる経費を補助します。
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対象事業

補助金交付年度の末日をもって完了する

以下の事業 ※ 既に着手している事業や他の補助

金等を受けている事業は対象外です

日本語教育等の実施

異文化理解のための教育・研修

翻訳機の導入

社内規程等の多言語化

その他市長が必要と認める事業

補助金の額

対象経費の２分の１（上限５万円）
※ １事業者につき同一年度１回限り

申請方法

※ 事業実施前の申請が必要です

問い合わせ先

一関市役所商工労働部

商政・労政課
Tel：0191-21-8461 Fax：0191-31-3037

mail：rodoseisaku@city.ichinoseki.iwate.jp

外国人就労者に やさ しい

職場環境整備事 業 費補助 金


